
司法試験委員会会議（第１１３回）議事要旨

（司法試験委員会庶務担当）

１ 日時

平成２７年９月４日（金）１７：００～１８：２５

２ 場所

法務省司法試験考査委員室

３ 出席者

○ 司法試験委員会

（委員長）山口 厚

（委 員）稲川龍也，奥田隆文，古口 章，土屋美明，長谷部由起子（敬称略）

○ 司法試験委員会庶務担当（法務省大臣官房人事課)

小山太士人事課長，是木 誠試験管理官

４ 議題

平成２７年司法試験における不正行為について（協議）

５ 議事等

平成２７年司法試験における不正行為について（協議）

○ 事務局から，平成２７年司法試験論文式試験公法系科目第１問に関し，受験者が事前に

入手した出題内容を了知した状況で受験するという不正行為が発覚したことについて報告

がなされた。

協議の結果，不正行為がなされたものと判断され，当該受験者に対しては，本年の司法

試験を受けることを禁止し，既に提出された論文式試験答案の審査を行わないものとする

とともに，今後の５年間，司法試験及び司法試験予備試験を受けることができないものと

する旨，処分に先立って通知し，行政手続法に基づく弁明の機会を付与することとされた。

（以上）


